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１番 旧板橋中央図書館の跡地利用について 

常盤台東町会からのご質問（要旨） 

 かねてより要望しているが、跡地に建設される建

物内に「図書館機能の一部」を残し、区民の利便に

供していただくと共に、周辺の地元住民の喪失感を

緩和していただきたい。 

 現状、３年間の跡地利用計画の凍結と聞いている。

３年間の間にこの大切な要望が風化することを懸

念している。 

老人人口が急増する今後にとって駅近、徒歩圏内

はとても重要な要素と確信している。地元民が安心

できる方針や具体案をお聞かせいただきたい。 

 

区長回答 

中央図書館跡地の活用については、これまで常盤

台地区における公共施設の再配置を検討する中で、

令和２年度中に方針を決定する予定でした。 

しかし、新型コロナウイルス感染症や国による不

合理な税制改正の影響によって、多額の財源不足が

続く厳しい財政運営が想定されるため、原則として

今後３年間は公共施設の新規工事着手を見送る方

針とし、中央図書館跡地の活用についても令和５年

度以降とする計画に改めたところです。 

 中央図書館の移転によって不便に感じておられ

る方、中央図書館跡地の整備を楽しみにしておられ

た方に対しては、大変申し訳なく感じておりますが、

かつてない危機を乗り越えていくために、何とぞご

理解とご協力をお願い申し上げます。 

 跡地活用にあたっては、ご要望の「図書館機能の

一部」を含め、多くの方々からいただいたご意見等

を踏まえながら、引き続き、より良い方策を検討し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番 ボランティアの協力について 

常盤台一・二丁目町会からのご質問（要旨） 

町会等地域に奉仕する者の表彰を経費節約のた

め廃止し、マイル・ポイント制にしていただき、例

えば区民税の割引、介護のチケット（本人のみ）配

布などをお願いしたい。 

地域で活動するボランティアの担い手不足の課

題解決の糸口になればと考えている。 

 

 

 

 

 

区長回答 

町会・自治会の皆様には、日頃から防犯、防火防

災、青少年健全育成、交通安全、環境リサイクル、

地域の親睦など、幅広い地域活動を通じて区政にご

協力を賜り感謝いたします。 

地域において、長年にわたり区民生活の向上に尽

力して頂いた方へ、感謝の意を表するものとして町

の功労者表彰を実施しており、感謝状贈呈について

は、引き続き継続していきたいと考えております。 

しかしながら、町会・自治会等の地域活動におい

て、ボランティア活動の担い手が不足しているとい

う状況については憂慮しております。 

ボランティア活動促進において、ポイント等をイ

ンセンティブ（動機づけ）として与えることの効果

はありますが、一方で、ボランティア活動に対価を

出すことには様々なご意見があり、現状では難しい

ことをご理解いただきたいと存じます。 

 区としても町会・自治会への加入促進の取り組み

や新たな担い手の一助となるようホームページ作

成助成を実施しており、今後も引き続き、担い手不

足の解決に向け、区としてできることを支援・検討

してまいります。 
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３番 公園内の自転車駐輪場の設置について 

上板橋ｻﾝﾗｲﾄﾏﾝｼｮﾝ自治会からのご質問（要旨） 

①平和公園内の自転車駐輪場の設置について 

中央図書館には、土曜・日曜・祭日は多くの利用

者が訪れ自転車での訪問が多いが、図書館駐輪場に

は 150 台しか止められない。溢れた自転車を近隣

の道路、公園のいたるところに止めている。小さな

子供たちが遊んでいて危険を伴うので、公園内に新

しい駐輪場を設置してほしい。 

②上板富士公園内の自転車駐輪場の設置について 

 前回の区民と区長との懇談会で質問をしたが、近

隣に迷惑をかけている状況であれば、駐輪場の設置

を検討するという回答だったが、いまだ設置されて

いない。公園内の藤棚の下は利用されていないため、

駐輪場の設置が可能であると思うので、要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区長回答 

①平和公園内の自転車駐輪場の設置について 

日頃から、公園の安全な利用にお心配りいただき、

心より感謝申し上げます。 

 中央図書館の開館後、エントランス前の並木付近

への駐輪が多く発生し、ご迷惑をお掛けいたしまし

たが、図書館の警備員を常駐させ、誘導を行った結

果、現在は殆ど駐輪の無い状況となっております。 

 一方、公園利用者の駐輪台数は、現在は、以前と

同様の状況に落ち着いてきておりますが、危険防止

や景観上の問題もあるため、来園者用駐輪場を整備

したいと思います。 

 園内への無秩序な乗り入れを防止できるよう、駐

輪が多い場所の外周部２～３か所整備したいと考

えていますが、７月中旬を目途に複数の入口に暫定

駐輪スペースを作り、利用状況やご意見などを確認

しながら、時期を見て、駐輪場としての設計と整備

を進めたいと思います。 

 

②上板富士公園内の自転車駐輪場の設置について 

いつも、公園の利用に関心をもってご提案をいた

だき、感謝申し上げます。 

 上板富士公園外周への路上駐輪については、前回

の懇談会でお答えしたように調査を行ってきまし

たが、交通の障害や迷惑となるような駐輪が確認で

きなかったため、状況の調査を続けているところで

す。 

 現在、自転車の利用環境の将来に向けたあり方を 

「自転車利用推進計画策定委員会」を設置して検討

していますが、その中で、公園を含む区施設におけ

る駐輪方式についても、一定の方向を導く考えです。 

 上板富士公園の駐輪方式については、古い公園等

から進めている大規模改修に合わせて見直しを考

えていますが、当面は、横断幕の更新を行うととも

に、路上駐輪の状況について、引き続き観察を続け

てまいります。 
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４番の１ 子どもから高齢者にとって住みやすい

街づくりについて 

常盤台地区民生･児童委員協議会からのご質問

（要旨） 

 全国に住みやすい街「板橋」を周知してから数十

年がたち、住み慣れた方々が 70歳代・80 歳代と

なった。その方々の日常のお世話をしてくださる介

護の方・病院そして生活し易い街等で区の色々な政

策は十分拝察している。 

 しかし、高齢化の早さはとても早く、地域包括支

援センター等にかなりの負担が生じている。また共

稼ぎが多い若い世代は、各関係機関との繋がりには

なかなか関心を持ってもらえない。 

人との繋がりを大切に子どもから高齢者までの

集える場所（平和公園等）・行事を積極的に実施し

ていただき、交流を深めていきたい。 

区長回答 

日頃から一人暮らしの高齢者の見守り活動を始

めとし、児童に関しては家庭や子どもの相談など地

域と連携した民生・児童委員の方々の活動には大変

感謝しております。 

 加速度的に進む少子高齢化や個人の価値観の多

様化などに伴い、地域コミュニティの活動を支える

人材が不足してきていることは認識しております。 

常盤台地区では、コロナ禍においても地域コミュ

ニティを維持するため、通年のイベント開催は中止

となりましたが、ミニサッカーフェスティバルや英

語検定、算数・数学検定など、実施可能な事業を工

夫して積極的に開催していただいております。 

 未だコロナ収束の兆しが見えない状況にありま

すが、ポストコロナを見据え、例えば、平和公園で

の「絵本のまち」をテーマにした展開などを視野に、

あらゆる世代が交流できるイベント等を積極的に 

実施することで、人と人の交流を深める一助となる

よう考えています。 

 

 

 

 

 

 

４番の２ 民生・児童委員について 

 

常盤台地区民生･児童委員協議会からのご質問

（要旨） 

 一人の委員が 200 人余りの高齢者の訪問調査

を行っている民生・児童委員の欠員はその地区の

高齢者の把握に支障を生じ、同じ地区の委員に負

担が掛かる。民生・児童委員の活動と人と繋がる

大切さ・楽しさを周知していただきたい。 

区長回答 

日ごろより、民生・児童委員の皆様には、地域の

中で、身近な相談役として、また、行政機関への橋

渡し役としてご協力いただき、深く感謝申し上げま

す。 

 ご案内いただいた高齢者見守り調査のほか、災害

時避難行動要支援者名簿の取り扱い、敬老祝品の配

付、児童扶養手当の現況届に係る調査など広範囲に

わたり、区の事業に協力いただいています。 

 今年は、６月に、高齢者のワクチン接種の勧奨を

主体的に取り組んでいただきました。これは、「い

たばし NO.1 実現プラン 2025」での重点戦略の

一つである「ＳＤＧｓ戦略ビジョン」で掲げる「誰

一人として取り残さない安心・安全なまち」を具現

化した活動であり、重ねてお礼申し上げます。 

 令和３年６月１日現在、板橋区の民生・児童委員

の定数 537 名に対し、22 名の欠員があり、常盤

台地区でも２名の欠員が生じているため、周辺委員

の応援協力のもと地域住民への支援をいただいて

います。 

 区は、民生・児童委員協議会と協働し、活動内容

を「広報いたばし」に掲載するほか、区役所本庁舎

１階でのパネル展の開催、相談コーナーの設置など、

欠員解消に向けて、様々なＰＲ活動に取り組んでい

ます。 

 今後も機会を捉えて、民生・児童委員の皆様に関

する普及啓発活動を行い、地域福祉で果たす役割を

発信し、新たな担い手の確保に努めるとともに、子

どもから高齢者まで安心して過ごせる地域づくり

に取り組んでまいります。 
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５番の１ 上板橋の安全について 

上板橋北口商店街振興組合からのご質問（要

旨） 

 駅前広場周辺の安全性再検討をお願いしたい。 

 ガードレールや歩車道の舗装はリニューアルさ

れたが、ガードレールの設置は商店街要望聴取時と

は異なり、駅利用者の歩行心理を熟慮することなく

行われ、安全性がむしろ損なわれている。 

 ときわ通り西方向へ往来する人が車道を歩き危

険であり、エレベータ利用の車いすの方も車道を疾

走している。白杖の方が右往左往するのも散見され

た。 

区長回答 

日ごろから、地域の交通安全にお心遣いを頂き、

感謝申し上げます。 

 駅北口広場については、平成 27年から改修の検

討を開始し、竣工した令和元年までの間、貴組合か

らは、横断歩道の新設やバス停の位置変更、ガード

レールの構造等について様々な提案･要望をいただ

きました。 

横断歩道の新設等は、広場の面積や交通上の制約

から断念せざるを得ませんでしたが、チェーン柵か

らパイプ柵への変更、エレベータまでの歩道延伸、

既設横断歩道の移設などの対策は、皆様の協力を得

て実現することができました。 

 今回、ご指摘を頂いた歩行者や車椅子など補助具

利用者の車道通行などについては、改めて実態を確

認し、必要に応じて所管警察との協議を行うととも

に、区として可能な対策を検討していきたいと考え

ています。 

 

【別添１】上板橋駅北口駅前広場における整備 

7 ページ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

５番の２ 上板橋の持続可能な発展について 

上板橋北口商店街振興組合からのご質問（要

旨） 

 駅前広場の隣接ビルにおいては、権利者の死去や

商店街加入者が皆無となり、ごみの無秩序な放置や

管理が美観面の悪化ばかりでなく、建物の老化で安

全性も危惧される。 

 店舗事業者の商店街加入促進への支援をお願い

したい。 

 街の一体感や安全安心と組織の継続の為にも、

未加入店舗の解消に協力をお願いする。 

 

区長回答 

区では板橋のブランド力を高める一つに「絵本の

まち」の推進を掲げ、区立中央図書館の平和公園内

への移転、開設に併せ、賑わい創出に向けた拠点整

備の一環として、誰にでもわかりやすい屋外案内標

識の整備を優先的に行うなど、上板橋地域を「絵本

のまち」の発信拠点としていきたいと考えています。 

 「絵本のまち」として、人にやさしい街づくりを

めざして、駅前から中央図書館までの導線のみなら

ず、周辺も含め面として捉え、老若男女が行きかい

集い、これまで以上に賑わいを創出できればと思っ

ています。 

 上板橋北口商店街振興組合様は、「中央図書館

OPEN 記念セール」の実施をはじめ、区と共に上

板橋地域の機運醸成に努めていただいており、こう

した地域の魅力を高める取組が商店街自らの魅力

を高めるとともに相乗効果を発揮し、商店街への加

入促進へと繋がっていくものと認識しています。 

 今後も上板橋北口商店街振興組合様には地域の

活性化に向け連携をお願いするとともに、商店街が

行う集客力を高めるイベントや施設整備、ホームペ

ージ作成などに助成を行うなど、新しい商店街づく

りを支援していきますので、加入促進に向けた一助

としていただきたいと思っています。 
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６番 小中学生の意見を取り入れた上板橋駅南口

の再開発について 

上板橋第三中学校 PTA からのご質問（要旨） 

 教育の板橋として板橋区の子どもに対する安心

安全なまちづくりを実施していただき、感謝してい

る。 

 上板橋南口再開発について、昨年度、都市整備部

に地域の学校の児童の意見を取り入れていただき

たいとお伺いをした。 

地域と子どもの関係こそが保護者としての安心

安全を実感できる１つと考える。小中学生の ICTを

活用した授業からの発展ともなるよう、地域再開発

と子どもの意見の連携をお願いしたい。 

区長回答 

上板橋駅南口駅前地区では、木造住宅等の密集市

街地を改善し、災害に強い都市づくりを行い、商店

街におけるにぎわいを形成するとともに安全で利

便性が高く、若い世代の定住化や交流人口の増加に

もつながる、魅力あるまちの実現をめざしています。 

 区としては、まちづくりを進めるにあたり、公共

空間となる上板橋駅南口駅前広場の整備について、

昨年度から地元町会や商店街、駅利用者の方々の意

見を伺いながら、整備方針の検討を行っています。 

 今年度は、地域の小学校と連携し、未来を担う子

ども達にもまちづくりに関心をもってもらい、駅周

辺のまちの将来像を地域の様々な方に考えていた

だくきっかけとしたいと考えています。 

 なお、区立小中学校の子ども達には、パソコンを

一人一台ずつ貸与しており、アンケートや協働学習

のソフトがありますので、子ども達の意見を集める

手法の一つとして活用することは可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番の１ 迷惑歩きスマホと歩道走行自転車につ

いて 

一般公募からのご質問（要旨） 

 歩行困難者にとって今、街には障害がいくつも存

在する。具体的には迷惑歩きスマホと歩道走行自転

車である。 

 これらについて対策を講じてほしいという要望

は、これまで「区長への手紙」で何度か出している

が、返ってきた答えは正直なところ、充分に満足で

きるとは思えない内容だった。 

 この両者について、より強い対策の検討を望む。 

区長回答 

歩きスマホは、衝突などの危険性が社会問題とな

る中、生活や仕事の必需品として手放せないという

主張もあり、国においても、さらに検討すべきとし

て、規制する法律の制定に踏み込めない現状にあり

ます。 

一方、自転車の歩道走行は、23 区内では一部の

例外を除き、東京都公安委員会が認めており、歩行

者優先に関する条件の下、歩道内においても、歩行

者と同様の通行がなされているところです。 

歩道内に限らず、危険な自転車走行については、

携帯端末を使用しながらの運転を含め、歩行者や他

の車両の安全を脅かす行為として道路交通法や東

京都条例で禁止されており、警察の取締りの対象と

なります。 

現在、ご指摘の問題を取り巻く状況は、このよう

になっており、区長への手紙でもお答えしたとおり、

歩きスマホに関しては、危険や迷惑になる使い方を

控えるよう啓発活動を商業施設などで警察と共に 

実施しています。 

また、自転車の安全走行に関しては、危険運転車

の取り締まり強化を警察に要請するほか、各種教室

や関係機関と合同のキャンペーンなども開催し、幅

広い世代に安全運転やルールへの理解を深める施

策を展開しておりますので、ご理解とご協力、ご支

援をお願いします。 
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７番の２ 空き家対策について 

一般公募からのご質問（要旨） 

 近年、住んでいる近くでもかなり空き家が目立っ

ており、単に見苦しいだけでなく、内部や周囲に不

用品が廃棄されているところも少なくなく、環境や

衛生にも悪影響を及ぼしているように思える。 

 税制や所有権の問題などでそう簡単に手を付け

られないことは聞いているが、近い将来には３割が

空き家になるとの所見も出されている今、このまま

放置しておいていいとはとうてい思えない。 

 この問題に積極的に取り組み始めた地方自治体

もあると報道に接したこともある。板橋区もそんな

自治体と同様、前向きに取り組んでもらいたい。 

区長回答 

近年、人口減少や少子高齢化に伴い、適切に管理

されていない空き家等が全国的に増加し社会問題

化しているのを受け、区では、平成 27 年度に「板

橋区老朽建築物等対策計画 2025」を策定し、翌年

度には、この「対策計画」を確実に推進するための

「板橋区老朽建築物等対策条例」を施行しました。 

 現在、区ではこの条例等に基づき、独自調査や区

民の方からの相談を受けた、適切に管理がされてい

ない建築物については、現地調査、近隣の方へのヒ

アリング、関係機関への照会等により、所有者等を   

特定し、現状の危険性等を説明すると共に、改善や

適切な維持管理をするように指導しています。 

 さらに、放置されて改善が見られず、倒壊や周辺

へ重大な影響を及ぼしている危険な建築物につい

ては、勧告や命令等が可能となる「特定空家等」と

しての認定手続きを行い、指導強化を図っています。 

その結果、令和２年度末までに 85件を特定空家等

と認定し、40 件が除却されました。 

 また、改善の推進支援策として、平成 28年度か

ら所有者が抱える問題を解決するための建築士や

弁護士などを派遣する「専門家派遣制度」や、老朽

化した危険な建築物の除却費用の一部を助成する 

「除却費助成制度」を開始しています。    

 今後とも、空き家所有者等に対して指導や支援を

行うと共に、区のホームページやパンフレット等を

活用して、より情報発信を行い、老朽建築物等の解

決に向けて取り組んでまいります。 
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１番 防犯カメラ公園内設置について 

東新町一丁目町会からのご質問（要旨） 

板橋区の補助金にて、令和元年 11月に町会全域

に防犯カメラを設置し、半数以上を緑ヶ丘第一公園、

周辺の道路に重点的に設置した。しかしながら、先

日板橋警察署より公園そばの道路でワイセツ行為

をしている姿がカメラに映っているとの報告を受

けた。 

区内の公園内に防犯カメラを設置していただき、

特に公園出入口付近を映るようにしてほしい。当町

会でカメラ設置時に出入口が映る様に要望したと

きは認められなかった。カメラ設置の際は目立つ様

にその旨を表示し、抑止力にしてほしい。 

区内の児童の安全安心の為に提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区長回答 

日頃から、地域の防犯活動にご尽力いただきまし

て、ありがとうございます。 

 防犯カメラは、犯行と犯人を結び付ける証拠とな

り、それを避けようとする犯人の心理が抑止力とし

て機能するため、設置個所からの見通しや撮影距離

など、撮影できる条件に設置することが重要になり

ます。 

 仮に区内３４４箇所の公園に 1 基ずつ設置する

と、設置費用だけでも約３億円となりますが、有効

に活用しようとするならば、緑ヶ丘第一公園だけで

も最低２基は必要となるなど、区財政の大きな負担

となります。 

 このため、３０基の移動式防犯カメラを、器物破

損や深夜の騒音が多い公園など優先順位を付けて

設置し、同時に、青色パトロールカーの重点巡回な

どと組み合わせて、犯人検挙や迷惑行為の抑止に努

めています。 

緑ヶ丘第一公園については、所管警察にさらにく

わしい情報の提供を求めるなどして、有効な安全対

策を地元の皆様と共に考えたいので、ご協力をお願

いします。 
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２番 公園の利用マナーについて 

常盤台三丁目町会、上板橋二丁目町会からのご

質問（要旨） 

①公園内での防犯、いたずら等について 

過日、七軒家公園内でいたずら（集会所出入り口

に障害物等を置く）があり、警察も出動するなどの

騒動があった、 

怪我人はいなかったが、今後のことを考えると、

公園内に防犯カメラや注意を促す看板を設置して

ほしい。 

②公園での喫煙について 

 3月 27日、広報いたばしに「お知らせ」として、

4 月から全区立公園を全面禁煙にすると報道され

た。 

 水久保公園にも「公園は禁煙です」と掲示した小

さな立札があるが、公園内のベンチにはタバコの吸

い殻やビールの空き缶が散在している。 

 公園は、子どもの遊具が設置され、町会員の憩い

の場であるが、「禁煙」を無視した行為が野放し状

態となっている。 

 区は「喫煙マナー」を守らない人に対して、どの

ような対策を検討するのか。 

区長回答 

①公園内での防犯、いたずら等について 

七軒家公園内集会所での悪戯については、置き石

や掲示物の破損とのことであり、目撃者や板橋警察

署の見解によれば、子どもの行為であるとのことで

した。 

 現在、公園の防犯カメラについては、移動式の 

３０基の防犯カメラを、器物破損や深夜の騒音が多

い公園などで集中運用していますが、放火犯の検挙

実績はあるものの、抑止力については検証中です。 

 七軒家公園についても、青色防犯パトロールカー

の重点巡回や剪定による視界の確保、看板設置等に

より、悪戯をしにくい環境づくりを進めつつ、近隣

小中学校には、指導要請などを行い、抑止力を向上

させたいと考えています。 

②公園での喫煙について 

水久保公園において日常的にタバコの吸い殻が

散在することは、青色防犯パトロールによる巡回報

告で確認しています。 

禁煙看板も設置してあることから、承知の上での

喫煙と考えますが、さらに、公園の入口やベンチ周

辺に、公園内での禁煙を呼びかける掲示を増設する

とともに、青色防犯パトロールによる声掛け巡回を 

増やすなど、喫煙しにくい環境づくりを進めます。 

 また、土木サービスセンターの職員も巡回します

ので、喫煙が行われる時間帯などが分かれば、ご連

絡いただくなど、情報をいただけると幸いです。 

 

区長総括 

地域の皆様には、日頃から、地域の防犯活動、美

化活動等に尽力いただいており、感謝いたします。 

 このたびは、道路や公園のお話をいただきました

が、犯罪行為やいたずら、空き缶や吸い殻の放置な

どが発生していることは、大変、残念であり、悲し

いことでもあります。 

公の場の安全及び利用環境を向上させるために

は、取り締まりといったことも必要ではありますが、 

他の人を思い遣る気持ちや、社会の一員であるとい

う意識を高めていくことが先決だと考えます。 

区としても、現地表示はもちろん、広報やホーム

ページなどを通じた啓発を一層強化すると共に、教

育現場に対しても、具体例を含めたマナー教育や指

導のさらなる充実の要請を始めたところです。 

そのようななかで、皆様の清掃美化活動の成果や、

その活動の姿は、少しずつでも、利用者の心の中の

マナー意識を高めていくものと考えます。 

区も、引き続き、皆様と力を合わせて、安心して

お使いいただける公園をめざしてまいります。 

４月から土木サービスセンターに、地域との協働

の窓口となる「地域連携係」も新設いたしましたの

で、新しいご提案など、ぜひご相談ください。 
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１ 16 歳以上の方に接種券をお送りしています。 

対象 予約開始日（集団接種会場）※各日朝９時から 

16 歳以上の方 予約受付中 

※年齢は来年３月 31 日時点 

※12～15 歳の方の接種券の送付は現在調整中 

 

２ エッセンシャルワーカーへの接種を実施しています 

 区内幼稚園、保育施設（認定こども園を含む）、あいキッズ、児童館（私立・区立）、高齢

者施設（訪問／通所事業所）などに勤務する職員の健康と、住民への感染を防ぐため、集団

接種を実施しています。 

（１）実施期間  ８月中には終了予定 

（２）実施規模  約 18,000 人 

（３）接種会場  旧板橋第九小学校、旧蓮根高齢者在宅サービスセンター、志村コミュニ

ティホール 

 

３ 板橋区接種状況 

 接種数 
高齢者人口 

（13.3 万人）比 

総人口 

（57 万人）比 

板橋区 1 回目接種率 157,147 回 78.18％ 30.16％ 

（参考）国 1 回目接種率  76.13％ 24.71％ 

（参考）都 1 回目接種率 72.25％ 21.66％ 

板橋区のデータ：7 月 12 日午後 2 時時点 

国・都のデータ：7 月 11 日午後 11 時時点 

 

４ 周知方法 

 １．３について：最新の情報は、区公式ホームページをご覧ください。 

 ２について  ：区から各施設に希望調査を実施しています。 

  

お問合せ 健康生きがい部（保健所）予防接種担当課 ☎6905-7837 

 

 

 

 

 

新型コロナワクチン接種情報(７月 12 日現在) 
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１ 本冊子の特徴 

必要性の高い最新情報をコンパクトに 
本冊子は、区の施設やサービス・担当窓口などの 

行政情報、地域の医療機関などの最新情報に併せ、 

近年発生する様々な災害に対する日頃からの備え・ 

いざという時の対応やハザードマップなどの防災情 

報をコンパクトにまとめた、両面開きの冊子です。 

 令和３年７月から全戸配布します（前回は平成 30

年度に配布）。 

２ 今回の変更点 

くらしに役立つ情報を掲載しています 
 中央図書館・板橋こども動物園などの区の最新施設、サービス・担当窓口などの行政情報、新型コロ

ナウイルス感染症に関する各種相談案内などの最新情報を掲載しています。 

 

区内地図がより見やすくなります 
 「いたばしマップ（区内地図）」を３分割から５分割（板橋・常盤台・志村・赤塚・成増）に変 

更することで、各エリアが拡大され、より見やすくなります。 

 

防災情報を充実します 
水害への備えなど防災ガイドの情報を充実させるほか、ハザードマップを最新版に改定し、区民のみ

なさんの災害への備えを促します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いたばしくらしガイド 

「いたばしくらしガイド 2021・防災ガイド・ハザードマップ 2021」を７月 

から全戸配布します 

【掲載内容】 

・行政情報 

・いたばしマップ 

・特集（区施設・ 

コロナ情報等） 

・医療機関情報等 

       など 

【掲載内容】 

・災害への備え 

・避難所一覧 

・防災マップ 

・ハザードマップ 

       など 

お問合せ 政策経営部広聴広報課広報係 ☎3579-2022 

防災ガイド・ハザードマップ 
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３ その他リーフレット 

（１）「新型コロナワクチン詐欺に注意」について 

 〇概要 

  新型コロナワクチンの接種に便乗したトラブルや悪質商法にご注 

意ください。 

 国民生活センターでは、「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホット  

ライン」を開設し、フリーダイヤル（通話料無料）で、ワクチン詐 

欺に関する消費者トラブルについて相談を受け付けます。 

☎0120-797-188 

 〇配布場所 

  情報処理センター７階 くらしと観光課 消費者センター 窓口 

 〇担当部署 

  消費者センター ☎03-3579-2266 

 

（２）「消費者お助けダイヤル１８８」について  

〇概要 

  消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に 

関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け 

付けています。 

 〇配布場所 

  情報処理センター７階 くらしと観光課 消費者センター 窓口 

 〇担当部署 

  消費者センター ☎03-3579-2266 

 

（３）簡易型自動通話録音機の無料配布について  

〇概要 

  特殊詐欺による被害を防ぐため、区内在住の 65歳以上を対象に 

受話器に貼り付けて使用する簡易型自動通話録音機を無料配布して 

います。 

  数に限りがありますので受け取りに来る前に必ず、区役所に電話 

 でお問い合わせください。 

 〇配布場所 

  板橋区役所本庁舎南館４階 防災危機管理課 窓口 

 〇担当部署 

  防災危機管理課 ☎03-3579-2153  


